
 

令和７年度事業計画 

 

令和６年度は、３年半にわたるコロナ禍をもたらした新型コロナウイルス感染

症が感染症法上の５類に移行して、およそ１年となったことで、以前の日常生活

が戻り、様々な面で復調が感じられました。しかしながら、世界情勢は、依然と

して混迷の度合いを深め、ロシアによるウクライナ侵攻は３年となるも収束の気

配は薄く、合衆国のトランプ・第２次政権は自国第一主義を掲げ、他国との摩擦

が生じています。国内においても、不安定な海外情勢や、長引く円安、豪雨被害、

災害級の酷暑などの影響で、さまざまなものの価格が高騰し、国民生活を圧迫。“令

和の米騒動”が発生するなど、日本経済の先行きは、不透明なままです。 

また、わが国における少子高齢化は、予想以上に進行しています。令和６年の

国内の日本人の出生数は 70万人を割り込み、過去最少を更新。100万人を下回っ

てから、わずか８年で、出生数は 30万人以上も減少しました。一方、総人口に占

める 65歳以上の高齢者の割合は、令和６年に過去最高の 29．3％となり、世界に

例をみない超高齢社会となっています。他方で、わが国の人口減少は一段と進み、

令和６年の日本人の自然減はおよそ 90万人となり、生産年齢人口（15歳～64歳）

は前年から 24万人余も減少（令和６年９月確定値）しました。日本における労働

力の縮小は毎年 20万人を超える規模で続いており、このままでは、経済の成長は

見込めず、生産性も低下するという負のスパイラルとなることから、この打開が、

わが国の喫緊の課題となっています。 

天然資源の乏しい日本における最大の資源は、なんといっても人材です。その

活用を図るため、政府は社会保障改革や生涯現役社会の実現などを掲げ、地方自

治体とともに、子育て支援や高年齢者の就業確保など、女性や高齢者が働きやす

い環境の整備に努めています。 

こうした中、昨年６月に設立４０周年を迎えた当センターは、新たなキャッチ

フレーズ『シルバーのやる気をアシスト 就業支援で地域に貢献』を定め、次の

１０年に向け、決意を新たにしたところです。公益社団法人移行後、初めて策定

した第１次中期計画（計画期間：令和３年度～令和７年度）の５年目、最終年と

なる令和７年度は、コロナ禍による落ち込みの回復と、新たな発展に向け、次に

掲げる４つの重点目標のもと、会員と役職員が一丸となって、様々な取組を行っ

てまいります。 

 

 

 



１．重点目標 

（１）会員数の拡大と育成 

（２）就業機会の拡大と開拓 

（３）組織の充実 

（４）経営体質の強化 

 

２．事業計画 

 （１）会員数の拡大と育成 

   ➀様々な啓発活動により、当センターの周知を図り、市内の高年齢者が一

人でも多く会員となってくれるよう、入会説明会を毎月開催する。 

   ➁会員募集を兼ねて、剪定や除草などの講習会を開催する。 

   ➂企業はもちろん個人にもリピート発注してもらえるよう、会員の技術や

接遇など、会員の能力向上に努める。 

   ➃就業中に発生する傷害事故・賠償事故、就業の行き帰りに発生する傷害

事故の予防に向け、啓発を行い、事故防止に努める。 

➄会員の生きがいづくりや、会員の社会参加意欲を具現化するため、地域

貢献活動等の機会を提供し、実施した内容の周知にも努める。 

 

（２）就業機会の拡大と開拓 

➀センターホームページや、当センター独自の LINE 公式アカウントなど

を活用し、最新の就業情報を会員に迅速に提供する。 

➁ローテーション就業やワークシェアリングなどにより、個々の会員の就

業機会増に取り組む。 

➂新規就業先の開拓、既存就業先の維持・拡大に努め、会員の就業の場の

拡大に努める。 

➃独自のＰＲ活動や、市・県等との合同イベントを通じ、当センター事業

の周知に努め、市民や市内企業からの発注を呼び込む。 

   ➄多様化するニーズに対応するため、これまでの職歴を活かせるよう面談

を行い、会員の就業機会の確保に努める。 

➅請負・委任に適さない業務については、発注者と協議し、シルバー派  

遣事業への転換を図る。 

➆就業現場の巡回パトロールや啓発などにより、会員の日頃からの安全就

業意識の向上に努める。 



（３）組織の充実 

➀当センターの事業推進の要である理事会の活性化に努める。 

➁事業運営の中で発生した様々な課題に対して、理事会・各委員会及び 

関係会員並びに事務局が一丸となって、課題解決に向けて取り組む。  

➂会員の持つ優れた知識や技術・技能等の継承に努める。 

➃組織として、安全就業と個人情報保護に努める。 

➄ボランティア活動などを通じ、会員同士の一体感の醸成を図る。 

➅事務のデジタル化など、時代の変化に即応した事務の見直しを図り、職

員の資質・能力向上等に努めるとともに、令和６年度に市から認定を受

けた『働きやすい職場環境認定事業所』としての取組を続ける。 

 

（４）経営体質の強化 

➀３年目となるインボイス制度や、令和６年１１月施行のフリーランス新

法に、センターとして、引き続き的確に対応する。 

➁経済情勢や最低賃金の動向などを総合的に検証し、請負・委任単価や事

務費比率の見直しを図る。 

➂センターの運営や会員管理、会員への情報提供などについて、デジタル

環境の整備に努め、効率的な業務運営を推進する。 

➃ホームページや広告、マスコミへの情報提供などを通じ、当センターの

情報発信を積極的に行い、存在感を高める。 

➄会員の一体感醸成に向け、従来の紙媒体やホームページでの会員への情

報発信の充実に加え、新たに取り組んできたスマホを活用した会員向け

の情報提供をさらに充実する。 

➅静岡県シルバー人材センター連合会などと連携して、全国シルバー人材

センター事業協会などからの情報も活かしながら、迅速で的確な対応の

できる経営体質を構築する。 

 


